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投資条約仲裁手続における重国籍者 

1. はじめに 

1.1. 問題の所在 

投資条約に基づく投資紛争処理手続である投資条約仲裁を利用できるのは、どのような投資家か（投

資条約仲裁手続の人的管轄権の範囲） 

とくに、投資家が重国籍者である場合にどのような扱いを受けるか 

1.2 本報告における定義 

投資条約 外国投資の待遇基準と投資紛争解決規定を含む条約の（ＢＩＴ、ＦＴＡ、エネル

ギー憲章条約など） （※本報告では ICSID 条約は投資条約には含めない） 

投資紛争 投資家と投資受入国との間の投資に関する紛争 

ICSID条約 1965 年にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解

決に関する条約 

ICSID手続 ICSID 条約に基づく仲裁および調停手続 

ICSID仲裁手続 ICSID 条約に基づく仲裁手続 

投資条約仲裁手続 投資条約を付託根拠とする仲裁手続（※投資家と投資受入国間の合意（国家契約）

の規定や個別の付託合意による仲裁手続を除く） ICSID 仲裁手続、ICSID-AF 仲

裁手続、UNCITRAL 仲裁手続、ICC 仲裁手続、SCC 仲裁手続などが利用される 

 

1.3. 投資条約仲裁手続の特徴 

投資条約締約国の付託意思（付託合意への同意）が予め規定（条約の明文規定、慣行） 

その結果、投資家による一方的付託によって、「付託合意」が成立 

管轄権の範囲は、投資条約の関連規定の解釈問題（ICSID 手続が使われる場合は、ICSID 条約） 

2. 投資条約仲裁手続の人的管轄権と重国籍者 

投資条約仲裁手続は、投資家による一方的付託によって手続が開始→管轄権の争い 

・ 人的管轄権 

・ 事項的管轄権 

・ 時間的管轄権 

 

本報告では人的管轄権のうち、自然人投資家の場合について検討（とくに重国籍者） 

 

二国間投資条約（ＢＩＴ）…2008 年末段階で 2,676 の条約（UNCTAD） 

各国がＢＩＴ締結交渉で用いるモデル条約（オーストリア、ベニン、ブルンジ、チリ、中国、コスタ

リカ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、インド、マレーシア、モンゴル、

オランダ、ペルー、米国）および日本の締結したＢＩＴ・ＥＰＡ、複数国間の条約としてＮＡＦＴＡ、

多数国間条約としてエネルギー憲章条約（ＥＣＴ）を中心に検討 
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2.1. 投資条約の関連規定 

適用範囲規定 

時間的適用範囲について定める場合が多い 

モデルＢＩＴ（チリ、フランス、ギリシャ、インド、モーリシャス、モンゴル、スイス、タイ、米国

（2004 年）） 

日本＝ペルーＢＩＴ第 2 条 

 

◯アルゼンチンの一部のＢＩＴ（後述） 

 

投資紛争解決規定 

事項管轄権とは違い、ほぼ以下の二通り 

 

A. 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間型 

（一方の締約国の投資家と他方の締約国との間型） 

オーストリア、ベニン、ブルンジ、チリ、中国、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ドイツ（2001

年）、ギリシャ、インド、マレーシア、モーリシャス、モンゴル、ペルー、南アフリカ、スウェーデン、

スイス、タイ、トルコ 

日本＝カンボジア、日本＝韓国、日本＝ペルー、日本＝ウズベキスタン、日本＝ロシア、日本＝ラオ

ス、日本＝ブルネイＥＰＡ、日本＝チリＥＰＡ、日本＝インドネシアＥＰＡ、日本＝シンガポールＥ

ＰＡ 

エネルギー憲章条約、ＮＡＦＴＡ 

 

B. 一方の締約国と他方の締約国の国民または会社との間型 

（一方の締約国の国民または会社と他方の締約国との間型） 

フランス、ドイツ（1994 年、1991 年）、オランダ、英国、米国（1994 年、1998 年） 

日本＝スリランカ、日本＝中国、 

 

（C. 原告（claimant）・被告（respondent）型 米国（2004 年）） 

 

定義規定 

自然人投資家に関する管轄権で問題となるのは「締約国の投資家」、「締約国の国民」 

 

・「締約国の投資家」 

  投資要件有無 

  「締約国の国民」と同様の定義規定／「市民」「永住権」など他の基準 

 

・「締約国の国民」 

 締約国の国民であるか否かの判断基準は「国籍」 

国籍の付与は、原則として国家の裁量事項（チュニス・モロッコ国籍法事件、国籍法の抵触につい

てのある種の問題に関する条約第一条） 

 

締約国の国籍を有する自然人／締約国の国民 

 フランス、クロアチア（投資家の定義）、オランダ 

 日本＝ロシア、日本＝スリランカ（日本側） 

 日本＝チリＥＰＡ 

 

締約国の国内法に従って国籍を有する自然人／国民とされるもの 

 オーストリア、ベニン、チリ、中国、フィンランド、ドイツ（2001 年、1994 年、1991 年）、ギリシ

ャ、インド、インドネシア、モーリシャス、モンゴル、南アフリカ、スウェーデン、スイス、タイ、

トルコ、英国、米国（1994 年、1998 年、2004 年※） 

 日本＝カンボジア、日本＝韓国、日本＝ペルー、日本＝ウズベキスタン、日本＝ベトナム、日本＝

スリランカ（スリランカ側）、日本＝ラオス、日本＝ブルネイＥＰＡ、日本＝インドネシアＥＰＡ、日

本＝シンガポールＥＰＡ（日本側・居住を問わず）、日本＝タイＥＰＡ 
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（国民・国籍以外の用語） 

締約国の国内法に従って「市民」 

 ブルンジ、ペルー 

 

締約国の国内法に従って、「市民」「永住者 permanent residents」 

 マレーシア 

 ＮＡＦＴＡ（＋附属書） 

 

締約国の国内法に従って、「市民」「国民」「永住者 permanent residents」 

 デンマーク 

 エネルギー憲章条約 

 

締約国の国内法に従って、「国民」「永住権」 

 日本＝シンガポールＥＰＡ（居住を問わず） 

 

2.2. 国籍の抵触に関する対応 

重国籍者に特別の規定 

 米国（2004 年）排他的に支配的・実効的国籍の国民とする 

 

 他方の締約国との重国籍者（市民権保有者）・永住者を明確に排除（イスラエル＝ブルガリア、エス

トニア、エチオピア、ハンガリー、スロバキア、クロアチア、韓国、ルーマニア、タイ、トルコ） 

 

 国籍国への居住を要件（イスラエル＝ドイツ（イスラエル側）、デンマーク＝キューバ（キューバ側）、

デンマーク＝インドネシア 

 

 投資受入国側の締約国に二年以上居住している場合、外国からの投資であると証明されない限り条

約は適用されない（アルゼンチン＝オーストラリア、エルサルバドル、グァテマラ、ニュージーラン

ド、タイ、ベネズエラ、オーストリア（※定義規定）） 

 

多くの場合、国籍の抵触に関して規定がない 

 一般国際法のルールが適用されるのか？ 

・ 国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約 

・ 外交的保護条文 

・ 他国による承認との関係（対抗力）については、問題となる個人と国籍国とされる国との間

に、「真正な連関（genuine link）」（ノッテボーム事件） 

 

ICSID 条約第 25 条（2）（a） 

「ただし、そのいずれかの日［付託同意日または請求登録日］に紛争当事者である締約国の国籍をも

有していた者は、含まれない」 

 

起草過程 

準備草案「他の締約国の国民は、紛争当事者である締約国の国籍を同時に有することができる［may 

possess］」←批判：国家が自国民に関する紛争を国際的管轄の下におくことを期待することは非現実的 

 

Schreuer コメンタリー 

絶対的なもの＝紛争当事者である締約国（投資受入国）が同意したとしても排除されない 

ICSID 手続の管轄への合意の前に投資受入国の国籍を放棄（Siag v. Egypt） 

3.1. 投資条約仲裁手続における重国籍者の事例 

 国籍付与は国家裁量事項⇔国際仲裁手続・国際司法手続において、国籍に関する抗弁がなされた場

合、当該手続における国際裁判所はその問題を判断する権限（Hussein Nauman Soufraki v. United Arab 

Emirates, par. 55.） 
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3.1. 紛争当事者である投資条約締約国（投資受入国）との重国籍の場合 

Champion Trading Company and others v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/02/9) 

付託根拠：米国＝エジプトＢＩＴ 

原告  ：米国とエジプトの重国籍（米国居住） 

管轄権 ：× 

・ real and effective 国籍（ノッテボーム事件・A/18 事件（イラン＝米国請求権裁判所））の適用

否定 

・ ICSID 条約第 25 条（2）（a）をウィーン条約法条約に従って解釈 

 

Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/99/1) 

付託根拠：ＮＡＦＴＡ 

原告  ：米国の市民権（メキシコ永住権） 

管轄権 ：○ 

・ 市民権 citizenship＞住所 residence とくに国際司法手続・国際仲裁手続その他の外交的保護 

・ NAFTA 第 1139 条の解釈においては永住者 permanent resident は永住国の国民と同等 

・ ただし、永住者が永住国以外の NAFTA 締約国に投資する場合 

・ メキシコ永住権に関わらず、米国市民権による NAFTA 第 11 章下の権利は認められる 

 

Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. 

ARB/05/15) 

付託根拠：イタリア＝エジプトＢＩＴ 

原告  ：イタリアとエジプトの重国籍 

管轄権 ：○ 

・ エジプト法と必要に応じて国際法を適用して国籍を決定 

・ 原告とエジプトの連関 link に争いはない 

・ 国籍法エジプト法 10 条により、エジプト国籍を離脱＝重国籍ではない 

・ 原告とイタリアの間に必要な連関あり（×dominant or effective） 

 

Micula and others v. Romania (ICSID Case No. ARB/05/20) 

付託根拠：ルーマニア＝スウェーデンＢＩＴ 

原告  ：スウェーデン国籍（ルーマニアから帰化、一時的にルーマニア居住） 

管轄権 ：○ 

・ ＢＩＴ第 1 条（2）（a）→スウェーデン法により国籍決定 

・ 原告のスウェーデン国籍取得（帰化）とルーマニア国籍離脱を争うほどの証拠なし（cf. Soufraki 

case） 

・ ルーマニアに対する「対抗力」の問題＝（genuin and effective link→単一国籍＋居住の場合無

関係） 

・ ルーマニアは原告のルーマニア国籍離脱の時点でスウェーデン国籍に同意 

 

Pey Casado and Presidente Allende Foundation v Chile (ICSID Case No. ARB/98/2) 

付託根拠：スペイン＝チリＢＩＴ 

原告  ：スペイン国籍（チリ国籍離脱） 

管轄権 ：○ 

・ 原告はチリ国籍離脱のために種々の手続を行い、チリ当局も認めている 

・ 少なくとも ICSID 手続の管轄権との関係ではチリ国籍を離脱している 

・ ICSID 手続を回避するために投資受入国は投資家に自らの国籍を強制できない 

3.2. 投資条約非締約国（第三国）との重国籍の場合 

Eudoro Armando Olguin v. Republic of Paraguay (ICSID Case No. ARB/98/5) 

付託根拠：ペルー＝パラグアイＢＩＴ 

原告  ：ペルーと米国の重国籍（米国居住） 

管轄権 ：○ 

・ 原告がペルー国籍を有しているか、その国籍が実効的であるか、の二点を判断するのみ 
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・ ペルー国籍は実効的 

・ cf. 重国籍者のいずれの国籍国も、第三国に対して外交的保護を行使可能 

・ ICSID 手続へのアクセス…国籍国が ICSID 条約と関連 BIT の締約国であれば可 

 

 

Hussein Nauman Soufraki v. United Arab Emirates (ICSID Case No. ARB/02/7) 

付託根拠：UAE=イタリアＢＩＴ 

原告  ：イタリアとカナダの重国籍 

管轄権 ：× 

・ 原告は 1991 年のカナダ国籍取得とカナダ居住によりイタリア国籍を喪失 

・ 1992 年以降のイタリア国籍の再取得…提出した証明書（イタリア当局発行の 5 つの証明書、

自身のイタリアパスポートの写し、イタリア外務大臣による書簡）の証拠能力否定 

・ 1993 年から 1994 年の間に 1 年以上イタリアに居住したか否かについての証拠も不存在 

4. おわりに 

・ 原告適格の問題（誰が当該請求をなせる投資家か） 

・ 投資受入国の国籍を有する重国籍者を排除する意義（cf. Tokios Tokelés v. Ukraine (ICSID Case 

No. ARB/02/18)、ICSID 手続以外の手続が選択された場合） 

・ 仲裁裁判所は、どこまで踏み込んだ判断が可能か（Soufraki v. UAE でのイタリア当局の書類） 

・ 「市民」「永住者」を用いる投資条約と「国民」のみの ICSID 条約 
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